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は じめに

四川省西南部(以 下,川 西南と記す)に 居住するチベ ット族は,か つて

「西番」と総称 され,チ ベ ット自治区や青海,甘 粛のチベ ット族 とは異なる

言語や文化をもつ。彼 らは,古 代の中国西北周縁部で活躍 した遊牧民 「莞」

の末喬ともいわれ,長 期にお よぶ移動 と他民族 との融合を経て青藏高原東

端の峡谷地帯に定住 し,現 在も複雑な言語系統や民族構成を形成 している

〔松岡2000:239～246〕 。

本稿は,川 西南 「西番」が人民共和国下の民族識別でどのような過程を

経てチベ ッ ト族 とされたのか,中 央の人民政府側 と現地の民族側の間でど

のような協議がなされたのかを明らかにし,川 西南 「西番」にとっての民

族識別の意味を考察するものである。
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チベ ット族は,総 人口5,416,021人(2001年),西 藏自治区を中心に青海

省や甘粛省,四 川省,雲 南省に分布する。この うちチベ ット族総人口の約

4分 の1を 占める四川省のチベ ット族は,言 語系統の違いによって2つ に

大別される。一つは,漢 ・チベ ット語族チベ ット・ビルマ語系のチベッ ト

語群に属するアム ド語やカム語を話す集団で,省 内チベ ット族人口の約85

%を 占める。いま一つは,同 じチベ ッ ト・ビルマ語系のチャン語群に属す

る言語を用いる集団で,さ らに11の 異なる言語グループにわかれる(図

1)。 川西南の 「西番」とは,11の うちの康定以南の集団をい う。
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

西番 という名称は,時 代やだれが用いるかによって含まれる地域や意味

が異なる。広義には,明 清時代以降,中 国西部に居住 したチベ ット系の集

団を総称 し,「番」とも記された。また民国期の西康の地方志では,番 は康

番,藏 番,西 番の3つ に分けて区別された。これに対 して狭義には,川 西

南のチベ ッ ト族に限定され(以 下では 〈西番〉と記す),す でに晋代 『博物

志』に記されている 〔松岡,2003:420～421〕 。

「西番」(西 康の 「番」)の 民族識別については,1960年 代の第1回 目の

識別で康番 と藏番がチベ ット族 とされたのに対 して,〈 西番〉はチベ ット

族,西 番族,プ ミ族の3つ の民族に分け られた。 しか し1980年 代の第2

回目の識別で西番族はチベ ッ ト族に統合され,西 番 とい う名称は公式の民

族名称か ら抹消された。

本稿では,第1回 目の民族識別工作で 「西番」集団がどのよ うな経緯を

経て3つ の民族になったのか,第2回 目に西番族が消えたのはなぜか,中

央政府側の意図や住民の意識,特 に両者の間にあって大きな影響力をもち,

媒介的役割を果た した民族幹部の動向を分析 して,集 団や個人における民

族識別の意味について考察する。

なお西番に関 しては,〈西番〉のなかで最多の人口をもつプ ミ語集団 と現

在もなお西番族を名乗ることを望む九龍県のナムイ 〈西番〉に分け,本 稿

では前者について報告する。本稿で事例 としたプ ミ語集団は,四 川省涼山

イ族 自治州木里藏族自治県のT村 と雲南省怒江 リス族自治州蘭坪ペー族 リ

ス族自治県Q村 で,2001年7月 と2001年3月 に現地調査を行った。前者

はプ ミ ・チベ ット族,後 者はプ ミ族が最 も集中する居住地の一つで,ほ ぼ

自民族だけで構成 され,伝 統的な文化が比較的よく保持された地域 とされ

ている 〔松岡,2003:420〕 。

1.「 西 番」 と民族 工作

(1)西 康 の 「西 番 」 と民 族 工 作

チ ベ ッ ト人 は,自 らの 土 地 を 西 部 の ガ ー リー,中 央 チベ ッ ト(東 の ウ ー

と西 の ツ ァ ン),北 東 部 の ア ム ド,東 部 の カ ム に 分 け る 〔奥 山,1989:182〕 。

西 康 は,こ の カ ム(康)の 地 に あ た る。1939年1月 か ら1955年9月 ま で
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この地には西康省が建てられていたが,55年10月 に金沙江以西はチベ ッ

ト自治区に,以 東は四川省に分割された 〔四川省編輯組1985:1〕 。西

康省は,総 面積が約15万 平方キロメー トル,大 渡川,雅 聾江,金 沙江,瀾

槍江,怒 江の5つ の大河が南北に貫流 し,平 均海抜が3000メ ー トルを越

える峡谷地帯である。この うち四川側の西康特区14県 は,歴 史的に,こ

れらの大河に沿 って複数の集団が移動と興亡を繰 り返 した地域であり,費

孝通はこの地の民族構成 と言語の複雑さを指摘 して 「民族走廊地区」と名

づけた 〔費,1995:342～345〕 。

西康の民族については,主 要な 「種族」として漢族 とチベ ッ ト系の 「番」

がお り,清 代以来,「番」の下位は 「藏番」,「康番」,「西番」の3つ に区別

された。藏番は現在の西蔵チベ ット族,康 番(康 藏)は 現在のカム・チベ ッ

ト族,「 西番」は土司および土民をさす。「西番」の名称は,松 藩鎮(現 在

の阿鰯州松藩県)の 土司(『 清史稿』巻525,巻513)や 同地のアム ドやカ

ム ・チベ ッ ト族(乾 隆 『西番訳語』)に も用い られてお り,川 西南の 〈西

番〉より広範である。〈西番〉については,甘 洛,漢 源県の土司の項にみえ

(嘉慶 『四川通志』巻91),土 民や番民 として登場する。例えば愁功県(現

在の四川省阿煽州の金川県,小 金県)に は,漢,回,藏 の3民 族以外に 「番

民」と呼ばれ る集団がお り,漢 回藏に同化されていてすでに種の名称はな

い,と ある 〔邊政設定委員会編,1940:3〕 。ただ し土民の類の語は民国

時代に非漢族 として公式に認められた満,回,蒙 古,藏 に含まれない集団

名称であるため,記 述はあまり多 くない うえにカテゴリーも曖昧である。

しか し西康のなかで九龍県は,か つても現在 も特殊である。民国の 「西

康特区十四県最近調査表」には,14県 の 「種族」の記述の中で唯一西番族

の存在が明記されている。それによれば,九 龍県の種族は番,漢,裸,苗,

西番の五族か らな り,漢 民は全人口の5分 の3,番 民 と1民 は5分 の2を

占め,苗 民 と西番はわずかである。この うち番 と西番の違いは,言 語 と衣

服に顕著である。ともにラマ教を信じ,火 葬を行 うが,言 語が異な り,西

番は,日 常の服装が男性,女 性 ともに漢族に近い,と ある 〔邊政,1930:

100～102〕 。九龍県の 〈西番〉は,自 称をナムイといい,〈 西番〉の中で

も自民族意識が最も強い集団である。彼らは,1980年 代に識別調査が再開

されるまで西番族をなのってお り 〔伍甲,1985:56〕,Z村 のナムイは,チ
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

ベ ット族 とされた現在 も西番族であることを主張 している。彼 らは西番の

語を蔑称ではなく,自 集団を象徴する名称 として意識 している(ll。

現在,西 康の 「西番」諸集団は,下 位集団の分類について諸説があるが,

チベ ット族,チ ャン族,プ ミ族の3つ の民族か ら構成され,さ らにチベ ッ

ト族はアム ド,カ ム,ギ ャロンなど13の 下位集団に分けられている(図

1)く2》。

では,人 民共和国下では西康の 「西番」に対 してどのような民族工作お

よび民族識別工作が進められてきたのだろ うか。中国における民族政策

は,① 民族間の政治的,経 済的平等,② 民族区域 自治政策,③ 民族・宗教

リーダーとの統一戦線の3つ を基本原則 とする。民族識別工作は,こ の民

族政策の基礎 となる作業であ り,国 家は,民 族を認定 し,各 民族の発言権

の保証を目的 とした各級の人民代表の定員をわ りあてた(3)。識別の基準は,

共通の居住地域,経 済 生活,言 語,民 族の意識 と感情に加えて,民 族名

称や民族の来源,歴 史上の周辺民族 との関係などが考慮 された。また族称

は自民族に決定権があるとする 「名従主人」の原則に基づいて,大 衆 と 「愛

国上層人士」の意見が尊重された 〔黄光学等,2005:81～103,284〕 。

西康の 「西番」における民族工作は,康 定を境 として以北のカム,ア ム

ドおよびギャロン ・チベ ット族などの集団と以南の川西南 〈西番〉諸集団

とでは特徴が異なるため,違 った過程で進められた。両者の大きな違いは,

チベ ット仏教への帰依の深さにある。前者は,チ ベ ッ ト仏教が住民の精神

的支柱 として日常生活や行動規範に深 く浸透 してお り,ラ マ僧は冠婚葬祭

に不可欠で,寺 院への寄進や男子の出家 も少な くない。そのため60年 代

の民族識別調査時には 自己申告によって 自らをチベ ッ ト族であると申請 し

て認められた 〔松岡,2000:239～246〕 。 これ に対 して後者は,民 族や言

(1)九 龍 県のナムイ 〈西番〉については,2004年9,11月 の四川省甘 孜藏 自治州九龍県Z村 にお

け る調査 に基づい て本稿第2部 で述べ る。 〈西番族 〉を名乗 る集団は,九 龍 県科邦村や 木里県

水洛郷に も現存 している ことを2001年3,4月 の筆者の現地調査 に基づ く事例で報告 している

〔松 岡,2005:175～205〕 。

(2)「西番」 諸集 団の歴史や分類 にっいては 〔松 岡,2005:176～180〕,言 語分布 につ いては池田

巧(2002)「 西南中国 〈川西民族 走廊〉地域の言語分 布」『消滅 の機 器に瀕 した言語 の研 究の現

状 と課題』(国 立民族学 博物館報告39:46～114頁)に 詳 しい。

(3)天 児慧等編著(1999)『 岩波現 代中国事典 』参照。民 族政策は1200～1201頁(毛 里和子),

民族識別工作 は1199～1200頁(横 山廣子)に よる。
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語が複雑で統一的な ものがな く,し か も 〈西番〉 として藏番や康番 と区別

されてきたためにチベ ット族であるか否か,とい う点から議論が始められた。

西康における識別工作は,上 記の3つ の基本原則に基づいて行われた。

まず第1の 民族平等政策については,「西番」 とい う名称は蔑称であり改

めなければな らないとされた。これは,差 別的な民族呼称や地方名の廃止

を目的 とした1951年 の 「中央人民政府政務院関与処理帯有岐視或侮辱少

数民族性質的称謂,地 名,碑1,°.一,,匠聯的指示」による。改定後の名称は,

康定以北の集団はチベ ット族とされたが,川 西南 〈西番〉は下位集団が複

雑であったため統一的な名称を確定す ることができず,暫 定的にほとんど

をチベ ット族 とした。

第3の 民族 ・宗教 リーダー との統一戦線 とは,民 族を代表する旧来の上

層部を 「愛国上層人士」 として温存し,現 地新政権の トップにすえて,解

放後 も政治的,宗 教的に大きな影響力をもち続けている彼らによって民族

地区を平和的に間接的に統治 しようとしたものである。特にチベ ット仏教

を深 く信仰する多くの 「西番」にとって,仏 教界上層部の動向は大きな意

味をもっていた。よって民族工作において現地の意見を重視するとは,実

は民族上層部の意見を聞き,説 得することであった。そこで中央政府は,

旧上層部の意識改革をはかるために中央から慰問団や政府関係者を派遣 し

て彼 らの説得工作にあた り,内 地の都市への参観や地方政権幹部への登用

を進めた。また中央政府は,政 府側についた旧上層部によって反政府の 「土

匪」の壊滅を進め,同 時に新たな民族幹部の養成,人 や家畜にたいする医

療 と防疫の提供のほか,食 糧や衣料の無償配布などの貧困対策も実施した。

民族識別工作の具体的な過程は,大 きく4つ の段階にわけられる。第1

段階は,人 民共和国成立か ら1954年 までで,「 名従主人」の原則にそって

53年 の第一次人ロセンサス時に申請された民族は400を 超えた。そこで中

央は各民族地区に訪問団を派遣 して民族識別の宣伝 と民族調査を行い,ま

ず38の 民族を認定 した。第2段 階は,54年 か ら64年 までで,広 範な民族

調査 と識別工作が進められ,15の 民族が追加認定された。雲南側の 〈西

番〉がプ ミ族に認定されたのがこの時期である。第3段 階は,65年 か ら78

年までで,65年 にロッパ族が認められた後は,文 化大革命によって識別工

作は10数 年間中断 した。第4段 階は,78年 か ら90年 代までで,こ れまで
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

の識別工作において未解決であった数十種,百 万人をこえる集団の再調査

が開始された。〈西番〉のプ ミ語集団である四川のプ ミ・チベ ッ ト族 と雲南

のプ ミ族についても重点課題 としてとりあげ られた。また少数民族への様々

な優遇政策の実施を背景に,民 族地区の漢族を中心に少数民族への民族改

正を求める者が激増 し,82年 から90年 までに約500万 人が民族回帰 した。

例えば四川では,チ ャン族の人口が82年 には約10万 であったのが90年

に約20万,2001年 には約30万 に達 した。またチノー族の認定により55

の少数民族が確定 した 〔黄光学等,2005:104～117〕 。

(2)「西番」という用語

「西番」とい う用語は,時 代や地域,誰 が用いるかによって様々なカテゴ

リーをもつ。特に,人 民共和国下の民族識別では蔑称であるとして公的な

名称から排除 された。 しか し九龍県のナムイ ・チベ ット族のように,西 番

の名称を自集団の象徴 として現在も誇 りをもって伝えているグループもあ

る。では,な ぜ このよ うな全 く逆の評価があるのだろうか。

蔑称の意味は,「 番」の語に由来する。「番」は 「蕃」 とも記す。山口瑞

鳳は 「吐蕃」についてつぎのように推測する。唐代の漢人はチベ ットを 「吐

蕃」と呼んだ。「吐」は 「南」をい う 「lho」の音訳である。「蕃」は,元 来

の 「嚢」の代わ りに,彼 らが 「ボン」教徒であったことか ら蔑称 として採

用されたものである。「嚢」は 「ピャー」(rPhyva」 不夜)の 音訳で,チ

ベ ットの支配階級が用いる部族名の美称である。ヤルルンの王は階に朝貢

した 「附国」か ら 「南のピャー」とよばれ,音 訳で 「吐獲」 とされ,Tuppt

から 「チベ ッ ト」にAり,蔑 視の意味をこめた 「吐番」にいいかえられた,

と 〔山口,1987:xvi～XVII〕 。

またスタンは,「 蕃」は古音が 〈Biwan>で あることか ら,「(Bodは)チ

ベ ット人が 自分たちの国を指 して呼ぶBod(今 日,中 央チベ ットの口語で

はプ ゥと発音 される)の 称」で 「七世紀以来チベ ット人に関する情報に非

常にくわ しかった中国人たちはBodを 蕃(古 音B'iwan)と い う文字で音訳

した」 とする 〔スタン,1987;16〕 。現代チベ ット語では,「ba(pa)」 は

〈… の人〉を意味する。『木里県志』によれば,藏 族 という名称は漢語の呼

称であ り,藏 族の自称は 「蕃」あるいは 「博」<baあ るいはbo>で,統 称
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を 「蕃(博)巴 」とする。

以上によれば,「西番」あるいは 「西蕃」とは,元 来 「西のピャー,西 の

人」を意味する音訳であ り,自 称のboあ るいはpoの 音を 「蕃」「番」等の

文字で音訳 したことに漢族側の蔑称の意図が示されている。「西番」とい う

名称の文献における初出が晋代 ・張華 『博物志』の蜀の 〈西番〉であるこ

とから考えれば,「 番」はboの 音訳であった可能性が高い。以来,狭 義の

川西南 〈西番〉は,宋 代の 『宋史』巻49蛮 夷4の 沈黎郡(現 在の四川省

甘洛県)に 「西蕃」,元代の 『異域志』阿丹に四川省塩源県や木里県の 〈番〉

として記 されている。現在の九龍県のナムイに とって西番族はxiboで あ

り,「西の人」の意味を伝えるもの と推測される。彼らは,シ ャーマンが葬

式の時に読む 「帰路経」によって,ナ ムイの祖は西方か ら移 りきた人々で

あ り,西 藏のチベ ット族 と敵対していたこと,彼 らこそチベ ッ ト仏教伝来

以前の真のチベ ットであると語 り伝えている(4)。

3.プ ミ族 に な った雲 南の プ ミ 〈西番 〉

プ ミ語集団(51は,川 西南 〈西番〉の下位グループの一つで,プ ミ語を共

通の言語 とする。 〈西番〉の中では最大の人口を有し,か つては 「大西番」

ともよばれた。1990年 の統計によれば,総 人口は約5万 人で,金 沙江を挟

んで西側の雲南に23,634人,東 側の四川に約26,700人 いる。 しか し言語

や祖先を同じくする集団でありなが ら,1950～60年 代の民族識別では雲

南側はプ ミ族,四 川側はチベ ット族に分かれて異なる民族集団とされた。

プ ミ語は,漢 ・チベ ッ ト語族チベ ット・ビルマ語派チャン語群に属 し,

〈西番〉諸語の中で最 もチャン(莞)語 に近い。北部 と南部の2方 言に大別

される。北部方言は四川プ ミを中心に約33000人 が使用 し,南 部方言は雲

南プ ミの約9500人 が用いる。 しか し四川プ ミのほぼ全員がプ ミ語北部方

(4)ナ ムイ 〈西番〉は,雅 騨 江流域の冤寧,木 里,九 龍の 県境の山間に集 中 して居住す る。筆者

の1994年 か ら2004年 までの調査 によれば,ナ ムイには筆波派(黒 教)と シャーマ ン 「パ ピ」

を主 と した土着の信仰がみ られ るが,前 者の 「和尚」や後者 のシャーマンはすで に激減 し,木

里傑波郷 周辺には一人 しか いない。彼は最 も偉大な大 パピの息子で,現 在は主に葬式 をと り行

う。葬式 で唱える 「帰路経」 にはナ ムイ 〈西番族〉の由来 を描 いた絵巻物が伝 えられ ている。

(5)プ ミ語集 団については,〔 松岡,2003:419～475〕 による。

一120一



川西南の 「西番」における民族識別(1)

言を日常語 としているのに対して,雲 南プ ミではすでに40%以 上がプ ミ

語を話すことができない。それは,四 川プ ミが木里県に80%以 上の人口

が集中し,主要な民族 としてほぼ 自民族だけで集落を構成 したのに対 して,

後発の民族であった雲南のプ ミ族は,先 住民族のペー族やナシ族等の政治

的支配を受け,そ の言語を習得 して共住するとい う道を選ばざるをえなかっ

たか らである。

伝説によれば,祖 先は古代民族 「莞」の一支で,2回 の大移動によって

四川 と雲南に2つ の集住地が形成 された。第1次 の移動は紀元前か ら7世

紀頃までで,中 国西北部から雅磐江に沿 って南下し,木 里や塩源の木里河

流域の山間部に集落を作 った。これが現存の四川プミである。第2次 は13

世紀に元のフビライ軍が金沙江を超えて雲南西北部に入った時に四川プ ミ

の一部が従軍 して雲南の永勝や麗江,維 西,蘭 坪などに定住 した もので,

これが現在のプミ族である。この うち四川プ ミは,後 に吐蕃の支配を受け

てチベ ット仏教を受容 し,自 民族だけの閉鎖的な社会を形成 したのに対 し

て,雲 南プ ミは後発の弱小集団として先住のナシ族やペー族の支配を うけ,

衣食住や言語などに大きな影響を受けた。

雲南プミの民族識別は,1954年 から10年 余 りにも及んだ。識別工作は,

4つ の段階を経て進められ,第1,2段 階では現地調査をふまえた現況の

分析,第3,4段 階では族称問題が検討された 〔胡文明,2002:1～7〕 。

第1段 階では,1954年5月,中 国科学院語言研究所,中 央民族学院研究

部,雲 南大学、西南民族学院,雲 南省民族事務委員会(以 下,雲 南民委)な

ど7単 位の46人 で組織 された雲南民族識別研究組が29の 集団を調査 した。

プ ミに関 しては蘭坪 と寧痕が とりあげられ,方 国喩らが 『蘭坪,寧 痕"西

番"族 識別1J、結』を報告 した。第2段 階は,同 年8月,中 央民族事務委員

会が派遣 した雲南民族識別調査組が39の 集団を調査 し,永 勝 と麗江のプ

ミについて林耀華らが 『永勝,麗 江両県西番識別小結』を報告 した。

2つ の報告によれば,プ ミ語はチベ ット語の方言ではなく,単 一の言語

とみるべきで,チ ベ ット・ビルマ語派のチベ ット語とチャン語 と並ぶもの

である。移住経路については,祖 先は北方か ら南下して西康の木里に定住

し,元 代フビライの時にさらに寧痕一麗江,魯 旬一蘭坪の順に移住 した と

し,四 川プ ミと祖先が同一であることを示唆 している。また雲南の寧演プ
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ミは,当 時も四川の木里プ ミとも日常的に往来があ り,通 婚関係があった。

プ ミの社会は父系親族集団の結びつきを基礎 としており,同 族内では相互

扶助,族 長による揉め事の調停,一 堂に会 して新年を迎え,3代 の祖先の

名を唱えるなどを行 う。葬礼では,シ ャーマンがヤギを犠牲にして 「指路

経」を唱える。寧漬 と永勝では火葬を行い,骨 壷は同族の洞窟に納めるが,

蘭坪や麗江では土葬が主流 となっている。また13歳 の 「入社式」(成年礼)

や独 自のシャーマン,山 神や水神の祭 り,新 年の時に犬に食事を先に与え

るなどに共通 した独 自の文化的要素がみ られる。ただ し衣食住や宗教には

先住のナシ,ペ ー,リ ス族などの影響が強 くみ られる 〔方,林 等,2002:

6～11〕 。

以上のよ うに言語,移 住の歴史,葬 礼,成 年式,山 神祭 り,シ ャーマン

などの基層の歴史や文化において隣接する同省の中旬チベ ット族 とはかな

り異なってお り,一 方,四 川の木里プ ミとは類似性のあることが明らかに

された。その結果,両 報告 とも,雲 南 〈西番〉はチベ ット族ではなく,か

つての西康省の西番とも違いがあることか ら,単 一の民族 とすべきである

こと,族 称については,か つての 〈西番〉には蔑視の意味がふ くまれてお

り,し か も従来の 〈西番〉では広義の西番と紛れやすい とい う理由か ら,

〈西番〉を改めて,共 通の自称である 「普米」(プ ミ)を 正式の民族名称と

するのが妥当とした。

第3,4段 階では,こ の2つ の報告書をうけて族称について討議 された。

まず第3段 階では,1960年1月,雲 南民委が麗江専署を設け,2月14～

17日 に全区少数民族代表座談を開いて族称問題を討議 し,西 番代表の同意

を得た うえで,自 称に基づく 「普米」(白人の意)を 族称に決定 した。さら

に第4段 階では,1961年5月,雲 南民委が民族識別総合調査組 を組織 し,

雲南省委 と中央民委の同意を得て雲南省人民委員会に 『関与将"西 番族"

改称為"普 米族"的 報告』を提出し,6月 にプ ミが正式に民族名称 として

承認 された。

族称の決定には,原 則として住民の意向や希望が重視された。 しか し実

際は住民代表,す なわちその集団の上層部の意見によるものであった。多

くの住民にとって族称 とは生活圏内の異なる集団 との違いを明確にするも

のにすぎず,国 家レベルの民族名称という意味が理解 されるにいたってい
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

なかった。50年 代初期に西昌専区協商委員会副主席であった穆文富によれ

ば,80年 代以降,雲 南寧漬のプ ミ族が親戚を訪ねて木里県にたびたび来た

が,現 地のプ ミ・チベ ット族をみて自分たちがプ ミ族になったことを後悔

していた,と いう。彼によれば,プ ミ族は55の 少数民族の中で も人口3万

人以下の22の 弱小民族の一つにすぎず,独 立 した民族としての発言権は

あっても大民族のチベ ッ ト族に較べて全体への影響力は極めて小 さく,享

受できるものが少ないからだ とい う。

また前述の2つ の報告では,雲 南のプ ミは西康のプ ミとも異なると報告

されたが,当 時はまだ西康の西番について詳細な実態が明らかにされてい

なかった。複数の言語を異にする集団があることはわかっていたが,い く

つの下位集団があるのか,分 布や人口も特定されていなかった。特にプ ミ

については,木 里のプミとの関連が問題として残 されたままであったため,

80年 代に民族識別の再検討がなされた時,木 里プ ミの民族 としての所属は

重要な課題の一つ として提起された。

4.チ ベ ッ ト族 にな った川西 南 の プ ミ 〈西番 〉

(1》木里藏族 自治県における1950年 代の民族工作

四川側のプ ミ 〈西番〉は,木 里藏 自治県 ⑥に集中して居住する。彼 らは

60年 代の識別で暫定的にチベ ッ ト族 とされたが,そ れには木里がチベ ット

仏教を深く受けいれた地域であるとい う特異な事情があった。

『木里県志』(1995年)に よれば,木 里における人民共和国成立後の民族

工作はつぎのよ うに進められた。人民共和国成立以前,木 里は塩源県の一

部で,政 治上は八爾土司の領地であった。世襲の土司制度は明代万歴年間

に始まり,共 和国成立前まで続いたが,土 司となる者は一族中の年少の男

子か ら選ばれて出家 し,ラ マにならなければな らなかった。すなわち政教

(6)木 里は,16世 紀以降,チ ベ ッ ト仏教格魯派 の3っ の寺院に分割統 治 され,元 来 の住民である

チベ ッ ト族 はチベ ッ ト仏教を深 く信仰 した。イ族 は この100年 余 の間に冤寧 などか ら移入 し,

漢族は清代 中期 以降,軍 とともに移住 して きた。1953年 の木里藏族 自治県成立時に は,す でに

チベ ッ ト族,イ 族,漢 族 の順で この3民 族 が人口の大部分 を占めた。チベ ッ ト族 は,チ ベ ッ ト

支に属す る言語を もつ ガ ミとチ ャン語支に属す る言語 をもつプ ミ,シ ュ ミ,プ ーラン,リ ル,

西番族か らな る。
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一致体制のもとで土司は大ラマを兼ね ,衛 門(役 所)の 官吏もほとんどが

ラマであり,領 地 もチベ ット仏教格魯派(黄 教)の 木里,康 均,瓦 爾塞の

3つ の大寺院が分割 して治めた。

1950年4月,人 民解放軍は初めて木里に入 り,ま ず宗教界上層部への工

作を始めた。1951年1月,中 国人民解放軍西昌軍事管制委員会は1951年

1月 に西昌専区協商委員会副主席の穆文富(星 寧ナムイ ・チベ ット族)ら

を派遣 して木里の大ラマ と会談させ,塩 源県で開催される第2回 各族各界

人民代表会議に代表をだすこと,民 族代表を西昌の幹部学校で学ばせるこ

とへの同意を得た。2月 には宗教界上層部が中国共産党への服従を表明し,

「烏拉」制度やすべての租糧など33の 負担を廃止 し,6月 には大 ラマや牟

文富 らからなる木里藏族 自治区準備委員会がたちあげられた。51年9月 に

は大ラマらが成都,重 慶,武 漢,南 京,上 海,天 津などを参観 した。1953

年2月,「 木里県藏族 自治区人民政府」が成立 し,8月 に民族,宗 教界上層

部お よびすべてのラマ層に食糧の定額補助,9月 に民族小学校を開設 して

チベ ッ ト語文課を加 え,110人 の学生を入学させた。上半期で救済した者

は78万8961人,救 済米は7万5105斤,貸 借金3899万3千 元,11月 には

約130人 の上層部と1,141人 のラマ層に3億 元の生活補助を与えた,と い

う 〔木里藏族 自治県志編纂委員会編,1995:2～3〕 。

しかし1953年3月 か ら反政府暴動も表面化した。「木里県平叛始末」に

よれば,東 朗や麦日だけではなく全県に広がる土匪が康均大寺や木里大寺,

各地のラマ僧と共謀 して反政府派を組織 し,政 府機関を襲撃 して役人を殺

害 した。結局,59年9月 の収束までに討伐された反政府派は4,251人,主

犯格の うち死亡は33人,負 傷6人,捕 虜27人,投 降84人 に達したのに

対 して,政 府側は人民解放軍 と警察が1,215人,県 の幹部 と民兵400人 が

動員され,う ち死者52人,負 傷は49人 であった 〔木里藏族自治県政府弁

公室,1992:195～200〕 。

以上のよ うに木里では,16世 紀にチベッ ト仏教黄教が伝来 して以来,住

民はチベ ット仏教に深 く帰依 し,政 治的にも精神的にもチベ ット仏教の寺

院,大 ラマがすべてを管轄 した。そのため人民共和国の成立は,政 治的変

化のみな らず,宗 教上の規制あるいは禁止を意味するものととらえられた。

チベ ッ ト仏教への対処は,現 在 もなお大きな課題である。
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

(2)川 西南 〈西番〉における民族識別

川西南 〈西番〉に関する民族識別調査は,60年 代と80年 代に行われた。

第1回 目は,1960年 に雲南西番がプ ミ族 と認定 されたことを受けて,1961

年に四川省民委工委が組織 した もので,張 全昌 「四川西番識別調査小結」

(1962)が 報告された。張報告によれば,当 時の く西番〉は約24000人 で,

その70%が 木里県に集中し,残 りは塩源や甘洛,越 西などに分布する。四

川 〈西番〉と雲南プ ミの間には,言 語や宗教に明確な違いがある。例えば

雲南側がプ ミ語やプ ミとい う自称を共有するのに対 して,四 川側には10以

上の異なる言語 と自称をもつ集団がある。また宗教においては,四 川側は

たびたび吐蕃の支配を受け,18世 紀半ば以降はチベ ット仏教黄教が伝来 し

て人々の生活に深 く浸透 した。ただ しなおチベ ット仏教伝来以前の宗教や

西藏のチベ ッ ト族 とは異なる独自の生活習慣があ り,そ れらは雲南プ ミと

の類似点でもあるとして,よ り深い調査の必要性を提言 している。 しか し

四川側におけるラサに直結 したチベ ッ ト仏教寺院の宗教的,政 治的支配は

住民 自身のチベ ットへの帰属意識に大きく影響を与えてお り,識 別時には

住民の大部分が自らをチベ ット族であると申請 した。

しか し80年 代の民族識別の再調査までは,な お複数の集団が西番族の

ままであった。第2回 目の識別調査は,こ の西番族からの要請で始まった

という。劉輝強の 「談川西南"西 番"人 的識別」によれば,涼 山地区と雅

安専区の一部の西番族が党の指導部などに自らの民族識別をたびたび求め

た。そこで雲南省民委や四川省民族研究所,西 南民族学院,涼 山州の関係

機関は工作組を組織 して1981年8月25日 か ら10月27日 まで西昌や晃寧,

甘洛,越 西,喜 徳,塩 源,木 里,石 綿,漢 源などの県で29の 生産隊を調

査 し,〈西番〉の民族幹部や住民 らと20数 回の座談会を開き,1143人 と

会 った。

劉報告では,自 称,人 口分布,言 語,歴 史,経 済,宗 教 と習俗について

つぎのよ うにまとめている。 〈西番〉には,納 木依(ナ ムイ),多 須(ト

シュ),里 汝(リ ル),爾 蘇(ア ルス),魯 須(ロ ス),木 尼洛(ム ニロ),須

迷(シ ュミ)の7種 の自称がある。他称には,漢 族が呼ぶ西番,西 教,イ

族が呼ぶ俄祖(オ ツ)が ある。総人口は20862人(プ ミとボパは含まな

い),主 に大渡河以南か ら金沙江以北の地域に自称集団ごとに集落をつ く
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り,イ 族や漢族 と共住する。各県の分布は,石 棉7000,木 里3200,冤 寧

3584,甘 洛2748,越 西1800,漢 源1695,西 昌600,塩 源159,喜 徳76人,

九龍にもアルス,ム ニャ,リ ル,ナ ムイ,シ ュミがいるが詳 しい調査はま

だなされていない。

言語は,そ れぞれの自称集団が固有の言語をもってお り,複 雑である。

アルス,ト シュ,リ ル,ロ ス,ナ ムイはチベ ット・ビルマ語派チャン語支

に属し,暫 定的にアルス語 とする。ムニロもチャン語支に属すが,康 定の

ムニヤ ックの方言である。シュ ミはチベ ッ ト語の方言で もプ ミ語の方言で

もなく,更 なる調査が必要である。またどの言語にも固有の文字がない。

チベ ッ ト文字はラマ僧と少数の上層部のものが使 うだけであり,一 般人は

これを 「ラマ字」 とよぶ。宗教は,か つては主に筆波教 と 「原始宗教」の

2種 であった。これ らは並存 しているが,木 里や九龍に隣接する昆寧や石

棉では筆波が主であ り,そ の他の県では 「原始宗教」が主である。またど

の地域で も白石神を祀 り,祖 先を崇拝する。

社会の基本単位は父系の家庭で,家 庭ごとに姓がある。複数の同姓が血

縁関係を紐帯 とした一族を構成する。婚姻は一夫一婦制で,父 母がきめる。

イ トコ婚を優先する。葬礼は火葬 と土葬があるが,元 来は火葬である。女

性の衣装は,白 や黒の布を頭に巻き,額 には銀の飾 りをつけ,耳 飾をする。

衣服は白,黒,赤 などの色のコン トラス トが鮮やかである。刺繍や切 り紙

が巧みである。歌舞に優れ,儀 式では法螺貝を吹く。誠実で素朴,よ く働

き,浪 費は しない,開 放的で明るく,客 をよくもてなす。集団は共通 した

強い一体感をもつ 〔劉,2002:14～18〕 。

政府工作組の学者たちは以上の調査結果をふまえて,〈西番〉には,隣 接

するカム ・チベ ッ ト族 とはやや異なる特徴がみ られること,特 に言語がチ

ベ ット語の方言ではなく,む しろチャン語支に近いことを指摘 した。 しか

し民族を決定するにあたって最 も重視されたのは住民の意思であ り,そ れ

はすなわち住民の意思に大きな影響力をもつ民族幹部の意向であった。結

局,住 民および住民代表の希望を尊重 して西番族はチベッ ト族になった と

される。

当時,西 番族の民族決定に際 して最も大きな発言力を示 した一人が,涼

山州政治協商会議副主席の穆文富であった。穆文富は,学 者が指摘する言

一126一



川 西南 の 「西 番」 に お ける民族 識 別(1)

語の違いに対 して強い反対論をもってお り,チ ベ ット族 とすべき理由につ

いてつぎのよ うに語った。

涼山州には約6万 のチベ ット族がお り,11種 に下位分類され,そ れぞれ

が独 自の言語をもつ。このうち木里にはシュ ミ,ガ ミ,プ ミ,リ ル,ナ ム

イが約3万 人,冤 寧にはナムイ,ト シュ,ミ ナ,廟 頂(リ ル)が 約2万5

千人いる。 これ らの下位集団は,地 理的原因から長期にわたってそれぞれ

が隔絶された状態におかれていたため独自の言語が形成された。例えばナ

ムイの言語は,前 藏 ・後藏,甘 孜のチベ ット語 とは異な り,「地脚話」(地

方の方言)と いわれる。言語の差をい うのであれば,チ ベ ット語にも漢語

にも複数の下位集団があり,違 いがあって当然ではないか。む しろみなラ

マ教を信仰 していることが重要である。ただ し冤寧のようなイ族や漢族と

の雑居地区では,寺 院はすでに清朝期にはなくなって,50年 代には冤寧の

廟頂にしか残ってお らず,信 仰の程度は異なる。また民族名称についてい

えば,か つて 「西番」の 「番」には侮蔑的な意味が含まれてお り,ナ ムイ

は 「西蕃」と呼ばれることに反感を持 っていた。漢族は我々を 「燗西番」

と呼んだが,我 々は漢族を 「燗漢族」 と呼んだ。西番の用語は改めるべき

である,と 。

穆文富は,学 者による言語差を重視 した見解が現地の住民感情にあわな

い,と 強い反感を表 した。彼の認識では 〈西番〉はチベ ット仏教徒であ り,

彼 自身もチベ ッ ト仏教を篤 く信仰 していたか らである。 しか し筆者の調査

によれば,大 西番 とよばれたナムイの中心地の九龍県子耳郷では,自 民族

独 自のシャーマンを擁 して葬式や治病には独特の経文や儀式を伝えてお り,

自分たちこそチベ ット仏教成立以前の固有の宗教をもつ本来のチベ ット族

であ り,西 番族 とい う名称はそれを表すものであるとする。 しかしその一

方で晃寧県木耳郷の老人は,か つて出稼ぎに出て喧嘩した時に漢族から「お

前たちは藏番ではない,西 番か」 と蔑 まれた とい う(7)。〈西番〉の居住地

は,一 般に2000～3000メ ー トルの閉鎖的な山間にあって,現 在 もなお往

来が不便である集落が少なくない。漢族 との接触頻度の違いによって西番

を蔑称 として体験 したかどうかに差があった と思われる。穆文富のような

(7)2004年9月,冤 寧県木耳郷M村 での聞き取 りに よる。西番 とい う語については,60数 歳の男

性がか つて街でいわれ たこ とがある と語 ったが,す でに 多くの者がほ とん ど知 らなかった。
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旧上層部で民族幹部で もある者は,早 い時期から漢族 と接触 してお り,西

番と呼ばれることが蔑視であると感 じていたのであろ う。民族幹部と一般

住民,ま た住民の中で も漢族 との接触度の違いによって西番の名称に対す

る認識に大きな差があったと思われる。

(3)民 族幹部 ・穆文富

民族幹部穆文富は,西 康の冤寧県の旧上層部出身の 〈西番〉で,西 康に

おける人民共和国革命に尽力し,涼山州や甘孜州の政府の要職を歴任 した。

彼は,冤 寧や木里では地元の人々か ら 「穆大爺」 とよばれ,絶 大な信望を

得ている。2004年9月7日,四 川省涼山イ族自治州西昌での聞き取 りによ

れば,穆 文富は,自 身の略歴について次のように語った。

穆文富は,80数 歳,星 寧出身のナムイ人である。祖父は冤寧県濾寧区の

土司で,か な りの名声があった。父は国民党政権下で郷長を務めた。3人

兄弟の長男で,弟 の うち一人は当時の習慣 に従ってラマになった。省立小

学校 を卒業し,家 内の私塾で多くの古書(経 書)を 学んだ。21歳 の時に国

民党政権下で 自衛団を組織 した(『 昆寧県志』16頁 には西南 自衛団副団長

とある)。しか し人民共和国成立以前から当地の共産党指導者鄭某の紹介で

解放軍 と連絡をとって冤寧の解放を助 けた。人民共和国成立後は,進 学を

希望 したが,党 か らの要請で地元の民族地区の指導者を歴任 した。1950年

11月 まで民族幹部学校の責任者,同 年12月 か ら罷寧県の協商会副主席,

さらに木里県に移 って51年2月 まで民族和解工作,同 年3月 に冤寧にも

どり,再 び木里に戻って木里での和平工作に従事 し,民 委副主任を務めた。

53年 に木里藏族自治県人民政府成立後,州 都の西昌にもどって州人民政府

工商科副科長,54年 に民政科第一副科長,省 政協委員,55年 に省民委副

主任 となった。66年 からの文化大革命では批判を受けて馬の飼育,運 搬等

をした。文化大革命終了後復帰 し,76年 に省政協常務委員,78年 に涼山

州政協副主席,副 州長,州 人民代表大会副主任等を歴任 して退職 した。

以上のように,穆 文富は,主 に出身地の星寧県 と隣接する木里県で民族

幹部 として一貫して現場で民族工作に従事 してきた。特に自らが属する〈西

番〉に関 して人民共和国下の四川省西南部における民族工作の状況を最 も

よく知る人物の一人である。穆文富によれば,プ ミ 〈西番〉の民族識別に
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

関 して政府の調査組 と現地の民族幹部 との間につぎのような激 しいや りと

りがあったという。

1980年 代に民族識別に関する再調査が行なわれた時,四 川省民委の工作

隊(隊 長は馬金輝)は,四 川プ ミは雲南のプ ミ族 と言語を同じくすること

から,雲 南 〈西番〉がプ ミ族を民族名称 としていることにならってプ ミ族

に改め,木 里藏族自治県も木里プ ミ族自治県に変更することを中央に提議

した。国家民委が1982年5月11日 に出した 「関与民族識別工作的幾点意

見」では,当 時,識 別が必要 とされた数十種の集団,約100万 人は①漢族

か少数民か,② 単一の少数民族か別のある少数民族か,③1つ の民族か2

つの民族か とい う3つ の状況に分けて提起され,四 川木里のチベ ット族 と

雲南寧痕一帯のプ ミ族についても③の同一民族か否か とい う事例 として と

りあげられた。

しか し四川のプ ミ 〈西番〉は,60年 代か ら 「暫定的に」チベ ット族を名

乗ってお り,80年 代に政府側の調査組から言語の一致を理由にプ ミ族に改

めるべきとい う提議がなされた時,地 元側か ら強い反対がおきた。穆文富

は,地 元の意見 としてつぎのように語 った。

まず,プ ミ 〈西番〉出身の当時の木里県書記が不満をもち,反 対 した。

なぜな らプ ミは,実 は 「蕃米」(bomi)と いい,boは チベ ット族であるこ

とを示す ものである。すなわちプ ミはかってはチベ ット族であり,言 語は

チベ ット語 とは異なるが,生 活習慣や婚姻習慣はチベ ット族 とほぼ同じで

ある。中央政府は,言 語の違いに依拠 した学者達の意見を取 り入れてプ ミ

をチベ ット族ではなく独立したプ ミ族とみなそ うとするが,そ れは間違 っ

ている。言語の差 とい うのであれば,チ ベ ット族内にも漢族内にも複数の

下位分類がある。確かに言語の差は大であるが,ス ー油茶に代表 される飲

食習慣の一致やチベ ット仏教に対する深い信仰 という点からいえば,チ ベ ッ

ト族 とみなすべきである。特に木里の大ラマの地位は,ダ ライ ・ラマ,パ

ンチェン ・ラマについで第3位 であ り,プ ミ族に改めることについては,

パンチェン ・ラマも反感をもっていた,と する。

結局,四 川のプ ミ 〈西番〉は,地 元の反対によってチベ ッ ト族 となるこ

とが正式に決定された。T村 には村全体みおろす山上に木里黄教派の総本

山である木里大寺がそびえており,400年 以上に及ぶチベ ッ ト仏教の支配

一129一



を象徴 している。チベ ット仏教の信仰は依然 として彼 らの精神的支柱であ

り,民 族識別によってチベ ッ ト族であることが決定 したことは,彼 らの信

仰が認められたことを意味す るものであった。

おわ りに

四川省西部は,4つ の大河が南北に貫流する峡谷地帯であ り,大河に沿っ

て歴史的に様々な集団が移動 し,複 雑な民族構成や言語系統が形成された

「民族走廊区」である。ここに居住するチベ ット族は,明 清以降 「西番」と

よばれ,民 国期には康番(カ ム ・チベ ット族)と 川西南の 〈西番〉の区別

があった。 しか し 〈西番〉の語は,す でに三国期の文献に初出してお り,

明清以降の 「西番」 よりも古い。また 〈西番〉はチベ ッ ト語の方言 とは異

なるチャン語支に属する言語をもち,チ ベ ッ ト仏教伝来以前の独自の白石

信仰や シャーマン,冠 婚葬祭の儀式を伝えている。そのため人民共和国下

の民族識別では,1950～60年 代の識別で暫定的にチベ ッ ト族 とされ,未

定の集団については西番族のままであったが,80年 代の識別では最終的に

西番族は抹消され,す べてがチベ ット族 となった。

複数の下位集団か らなる 〈西番〉の民族識別に関しては,3つ の問題が

あった。第1に,西 番の用語は蔑称であるため族称 としては使えないが,

〈西番〉内には少な くとも4つ 以上の言語を異にする下位集団があるため,

新たな族称を決めるのは難 しい,第2に,〈 西番〉で最多の人口を擁す る

プ ミ語集団は,雲 南側のプ ミが1961年 にプミ族に認定されたことから,四

川側のプ ミもプ ミ族とするべき という政府調査団の動きがあった,第3に

は,〈西番〉のナムイのように 〈西番族〉を名乗ってきた集団をどう識別す

るのか,族 称をどうするか,と いう問題である。

西番の用語については,蔑 称である として改称が決定された。 しか し

「番」は元来,人 を意味する 「bo」の音訳であり,旧 来の意味を伝えてきた

とみ られる九龍県のナムイのように,漢 族との接触が少なかった 〈西番族〉

の中には 「西番」の名称を蔑称 とはせず,む しろ中央チベ ッ ト族 と区別す

る自集団の象徴 とする集団もあった。ただ しこの主張はナムイにとって西

蔵のチベ ッ ト族に対するもの としての意味はあっても,漢 族社会の中では
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

蔑称であり,「名従主人」という原則の下,住 民の意思に大きな影響力をも

つ民族幹部の主導で西番の語は抹消された。

プ ミ語集団は,金 沙江を境に雲南側の寧藻,蘭 坪県などと四川側の木里

県にほぼ同数の人口が分布する。雲南側では,10年 余 りにおよぶ政府工作

組の民族調査や民族幹部および住民 との話 し合いを経て,チ ャン語支に属

する言語をもつことや独自の新年や成人式,シ ャーマンを伝えることか ら

自称のプ ミを族称とする独立 したプ ミ族が誕生 した。決定には政府工作組

の提言 とそれを受け入れた民族幹部の意向が大きく働いた。

四川プ ミの民族識別については,60年 代にチベ ット族 とされていたが,

雲南プ ミがすでにプ ミ族 として独立 していたために80年 代に再調査が行

われた。政府工作組は民族名をプ ミ族に改め,木 里藏族自治県を木里プ ミ

族 自治県に変更することを提案 した。 しか しこれには穆文富に代表される

地元の民族幹部,住 民および宗教界が強 く反対 した。木里は,16世 紀にチ

ベ ッ ト仏教黄教が伝来 して以来,チ ベ ット仏教が深 く浸透 した地域であ り,

木里仏教界はダライ ・ラマ,バ ンチェン ・ラマにつ ぐ第3位 に位置 してい

た。宗教界上層部や民族幹部が反対するのは当然であった。

四川プ ミ自身も,すでに400年 以上もチベ ッ ト仏教を深 く信仰してお り,

チベ ット仏教徒=チ ベ ッ ト族であるとの意識が強い。彼 らはチャン語支に

属するプ ミ語を用い,新 年や冠婚葬祭の儀式などにプ ミ独 自の文化が雲南

のプ ミ族より濃厚に維持 されてお り,隣 接す るチベ ッ ト族のそれ とは明ら

かに異なっているが,チ ベ ッ ト仏教の信仰においてラサのチベ ッ ト族に強

い連帯感をもっている。彼 らにとって政府工作組の意見を受け入れてチベ ッ

ト族でな くなることはチベ ッ ト仏教を否定するに等 しい。四川プ ミは,明

らかに祖先と言語を雲南プ ミと共有する集団ではあったが,数 百年におよ

ぶチベ ット仏教への信仰はすでに精神的支柱 となってお り,自 民族意識の

形成に大きく作用 していた。チベ ット族であることを強く主張 した民族幹

部の判断は,最 もよく住民の意思を反映 した とものであった といえよう。
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川西南の 「西番」における民族識別(1)

川西南"西番族"的 民族識別(1)

一以普米語集団為例

松 岡 正 子

四川西部是眠江、大渡河、雅碧江和金沙江四条大河鍬 貫南北的高山峡

谷,是 因歴史上几介民族集団沿河遷徒而形成民族構成与lt,言系銃極為複雑

的"民族走廊区'1。川西藏族,明 清以来被称力"西番"。従悟言上看、"西番"使

用着両種語言,1介 是属漢藏語系藏緬語族減語支的語言,男1A為 同一

語系同一語族但却是莞語支的語言。使用后一語言者集中在川西南,由 於在

語言上和信仰上和使用前一語言者(在 晋代文献上被称西番)不 同,為 区別

起見而称之為"西番族1'。

"西番族"分為普米
,多内木又,木 雅等11介 下位集団,毎 介集団都有其固

有的i吾言和 自称。其中普米活集団在"西番"中人口最多,迭 介集団又以金沙

江為界分成四川普米和雲南普米両部分。雲南普米是13世 妃 由四川遷到雲

南的,傍 保持着原先的語言和習慣。但是在信仰上二者有所区別,四 川普米

信仰藏傳佛教、而雲南普米価保存原始宗教。

雲南普米被政府工作組在1950年 代識別為普米族。但是川西南"西番族"

由干有11介 下位集団而不能決定銃一的族称,暫 時被帰入藏族,四 川普米

也属藏族。1980年 代進行第2次 民族識別時,鑑 於四川普米所用語言併非藏

活、而雲南普米已被承認為普米族,政 府工作組建議把四川普米従藏族改為

普米族。四川普米対此建議甚為反感,因 力他伯長期已受到藏傳佛教的影日向

併形成了和西藏藏族同祥的民族意識。四川普米和雲南普米錐有一致的i吾言,

但在精神上没有共同悟言。在反対政府工作組建議的活動中,穆 文富等老民

族干部作出了恨大貢献。中央政府遵照"名従主人"和"和愛国上層人士結成銃

一戦線"的民族政策的原則,承 認四川普米為藏族。
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